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医 の 倫 理 綱 領
日本医師会

医学および医療は、病める人の治療はもとより、

人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、

医師は責任の重大性を認識し、

人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、

その進歩・発展に尽くす。
１

医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。２

医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内

容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
３

医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。４

医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範

の遵守および法秩序の形成に努める。
５

医師は医業にあたって営利を目的としない。６

１．原稿の締切
　毎月10日までにいただいたものは原則として翌
月号に掲載となります。ただし、「会員のひろば」に
ついては、受付状況により掲載号を決定します。
　できるだけメール等の電子メディアでお寄せ
ください。

２．原稿の体裁と字数制限
⑴　原則として横書きといたします。
⑵　引用文以外は、すべて当用漢字、現代か

なづかいを使用してください。
⑶　誤字、脱字、明らかな間違い等は広報委

員会において訂正いたします。
⑷　１回の掲載紙面は、原則として２頁、「会

員のひろば」は１頁を限度とします。
　　医報１頁は約2,200文字です。ただし、

タイトル、写真、図表等を含んでおりま
せんのでご考慮ください。

⑸　長文原稿および連載物は、広報委員会に
て採否決定の上で分割掲載、掲載号等を
決めさせていただきます。

３．原稿の訂正、返却
　次の場合は、広報委員会の決定に基づき、執
筆者に対し訂正を求めるか、または返却いたし
ます。
⑴　特定の個人・団体を誹謗、中傷する内容
⑵　匿名の投稿
⑶　本誌以外に既掲載のもの、あるいは投稿

中のもの（二重投稿）
　　ただし、特に必要と認められる場合はこ

の限りではない
⑷　その他掲載に支障がある内容

４．ホームページへの掲載
　特にお申し出のないかぎりホームページに掲
載されますので、予めご了承ください。

連絡先：北海道医師会事業第一課
TEL 011-231-7661　FAX 011-241-3090
E-mail：ihou＠m.doui.jp

北海道医報へのご投稿等について
◇広報委員会◇

　北海道医師会では、会員の皆さまから「学術投稿」「会員のひろば」等各種原稿を下記要領にて募集し
ております。是非ともご投稿いただきたくお願い申し上げます。
　なお、写真作品のご投稿につきましては、ホームページに「フォトギャラリー」を設けておりますので、
ご応募ください。


